
利
用
す
る
場
合
、
両
親
や
祖
父
母

か
ら
の
贈
与
に
よ
る
ケ
ー
ス
が
多

い
た
め
、
そ
れ
以
外
に
も
贈
与
を

受
け
て
い
る
か
確
認
し
、
贈
与
税

の
申
告
漏
れ
に
留
意
す
る
。

　
祖
父
母
か
ら
の
贈
与
の
場
合
、

両
親
が
子
の
代
理
人
と
し
て
祖
父

母
か
ら
の
贈
与
を
受
け
る
こ
と
を

認
め
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
両

親
か
ら
の
贈
与
の
場
合
、
積
立
途

中
で
両
親
が
亡
く
な
っ
た
際
は
、

相
続
開
始
前
７
年
以
内
の
贈
与
に

つ
い
て
は
生
前
贈
与
加
算
の
対
象

と
な
る
。
対
象
年
齢
が
18
歳
未
満

な
の
で
、
相
続
時
精
算
課
税
贈
与

は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
ま
た
、
災
害
に
よ
り
居
住
家
屋

が
全
壊
し
た
場
合
な
ど
の
引
出
し

は
、
子
か
ら
親
へ
の
贈
与
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
。

債
券
中
心
の
投
資
信
託
が

投
資
対
象
と
し
て
追
加

　
つ
み
た
て
投
資
枠
の
投
資
対
象

と
な
る
指
数
に
つ
い
て
は
、
一
定

の
広
が
り
の
あ
る
地
域
を
対
象
と

て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
。

　
払
出
し
に
関
し
て
は
原
則
と
し

て
18
歳
ま
で
で
き
な
い
が
、
次
の

よ
う
な
場
合
は
例
外
的
に
払
出
し

が
可
能
と
な
る
。

①�

そ
の
年
の
３
月
31
日
時
点
で
12

歳
と
な
る
年
の
前
年
以
前
に
災

害
に
よ
り
居
住
家
屋
が
全
壊

し
、
税
務
署
長
の
確
認
が
あ
っ

た
場
合

②�

そ
の
年
の
３
月
31
日
時
点
で
12

歳
と
な
る
年
以
後
で
災
害
に
よ

り
居
住
家
屋
が
全
壊
し
た
場
合

等
、
ま
た
は
入
学
金
、
教
育

費
、
生
活
費
の
支
払
目
的
で
本

人
の
同
意
書
等
が
提
出
さ
れ
た

場
合

　
こ
れ
ら
以
外
の
理
由
で
払
出
し

し
た
場
合
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
内
の

譲
渡
益
や
配
当
に
は
所
得
税
15
・

３
１
５
％
・
住
民
税
５
％
の
税
率

に
よ
る
源
泉
徴
収
（
特
別
徴
収
）

が
行
わ
れ
、
損
失
が
出
た
場
合
で

も
そ
の
損
失
の
金
額
は
な
か
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
17
歳
ま
で
つ
み
た
て
投
資
枠
を

Ｉ
Ｓ
Ａ
や
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を

は
じ
め
と
す
る
金
融
証
券

税
制
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な

改
正
が
行
わ
れ
た
。

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
つ
み
た
て

投
資
枠
の
拡
充

　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
改
正
で
は
、
未
成

年
時
か
ら
非
課
税
で
長
期
的
な
資

産
形
成
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す

る
た
め
、
改
正
前
は
18
歳
だ
っ
た

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
の
開
設
可
能
年
齢

の
下
限
を
撤
廃
。
０
歳
〜
17
歳
に

対
し
て
は
年
間
投
資
上
限
額
60
万

円
・
非
課
税
保
有
限
度
額
６
０
０

万
円
の
つ
み
た
て
投
資
枠
が
新
設

さ
れ
、
令
和
９
年
以
降
に
適
用
さ

れ
る
（
図
表
１
）。

　
そ
の
年
の
３
月
31
日
時
点
で
18

歳
の
人
は
、
同
年
１
月
１
日
以
降

は
通
常
の
つ
み
た
て
投
資
枠
に
自

動
的
に
移
行
す
る
。
そ
の
際
、
17

歳
ま
で
の
期
間
で
積
み
立
て
た
資

産
は
、
移
行
後
の
生
涯
非
課
税
限

度
額
１
８
０
０
万
円
の
一
部
と
し

ＮＮ

年齢要件の
大幅な拡大で
資産形成を支援

個人分野の重要改正項目 金融証券税制

NISA・iDeCo等の改正
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は
、
自
営
業
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な

ど
「
第
１
号
被
保
険
者
」
は
、
月

額
６
万
８
０
０
０
円
か
ら
７
万
５

０
０
０
円
に
増
額
さ
れ
た
（
図
表

２
）。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
は
国
民

年
金
基
金
の
掛
金
と
の
合
算
額
の

上
限
な
の
で
、
国
民
年
金
基
金
に

も
加
入
し
て
い
る
人
は
注
意
が
必

要
だ
。第

２
号
被
保
険
者
は

月
額
６
・
２
万
円
に

　
一
方
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど

「
第
２
号
被
保
険
者
」
は
、
企
業

年
金
加
入
者
は
月
額
２
万
円
か
ら

増
額
さ
れ
て
６
万
２
０
０
０
円
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
確
定
給
付
企

業
年
金
お
よ
び
企
業
型
確
定
拠
出

年
金
の
掛
金
額
を
控
除
す
る
前
の

金
額
で
あ
る
。
企
業
年
金
未
加
入

者
は
、
月
額
２
万
３
０
０
０
円
か

ら
月
額
６
万
２
０
０
０
円
に
増
額

さ
れ
た
。

　
な
お
、
第
２
号
被
保
険
者
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
で
年
収
が

１
３
０
万
円
未
満
・
20
歳
以
上
60

し
た
先
進
国
・
新
興
国
の
株
式
指

数
の
み
に
連
動
す
る
投
資
信
託
が

対
象
と
な
る
。

　
国
内
市
場
を
対
象
と
し
た
株
式

指
数
と
し
て
は
、
読
売
株
価
指
数

と
Ｊ
Ｐ
Ｘ
プ
ラ
イ
ム
１
５
０
が
新

た
に
追
加
さ
れ
る
。
一
定
の
投
資

信
託
に
つ
い
て
の
つ
み
た
て
投
資

枠
の
対
象
商
品
の
要
件
が
緩
和
さ

れ
、
改
正
前
は
「
主
に
株
式
に
投

資
す
る
も
の
」
だ
っ
た
も
の
が

「
主
に
株
式
ま
た
は
公
社
債
に
投

資
す
る
も
の
」
と
な
っ
た
。

ｉ
Ｄｅ
Ｃｏ
は
新
た
に

10
年
ル
ー
ル
が
適
用

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
個
人
型
確
定
拠

出
年
金
）
は
、
令
和
７
年
６
月
13

日
に
成
立
し
た
年
金
制
度
改
正
法

に
よ
り
、
令
和
８
年
12
月
分
か
ら

変
更
が
適
応
さ
れ
る
。
大
き
な
変

更
点
と
し
て
は
、
毎
月
の
拠
出
限

度
額
の
増
額
、
加
入
可
能
年
齢
の

引
上
げ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
毎
月
の
拠
出
限
度
額
に
関
し
て

図表１　改正後のNISAの概要

つみたて投資枠
成長投資枠

こどもNISA

対象年齢 ０歳〜17歳 18歳以上 18歳以上

年間投資枠 60万円 120万円 240万円

非課税保有
限度額 600万円

1,800万円
　自動的に移行

1,200万円（内数）

投資対象商品 長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託

長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託 上場株式・投資信託等

運用管理
※�一 定の要件の下で�
12歳以降は払出しが
可

制限なし 制限なし

※�資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに親権者等（口座管理
者）が申出書を金融機関に提出した場合

（出所）�金融庁「令和８（2026）年度税制改正について－税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」を基に筆者作成

令和８年度の税制改正大綱
ここを押さえる！ワイド
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